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平成２４年度 第３回温海地域審議会 会議録

○期 日   平成２４年１０月５日（金）午後１時３０分～

○場 所   鶴岡市温海庁舎 ６階大会議室

○出席委員  奥井厚委員、佐藤重夫委員、本間澄男委員、本間満委員、馬場充委員、柴田実委員、

橋本忠志委員、五十嵐孝昭委員、渡辺和一委員、佐々木眞人委員、五十嵐幸男委員、

本間百子委員、榎本五郎冶委員、佐藤眞紀子委員、斎藤徹委員、本間加知子委員

１６名

○欠席委員  伊藤貢委員、佐藤眞委員、佐藤容介委員、五十嵐淳子委員 ４名

○市側出席者

<温海庁舎>

       支所長 伊藤彦市、総務企画課長 本間節子、市民福祉課長 富樫達男、

産業課長 五十嵐勇一、観光商工主幹 粕谷一豊、

総務部温海税務事務室長 丸山和男、建設部温海建設事務室長 庄司又兵衛、

総務企画課課長補佐兼コミュニティ防災主査 三浦市樹、

総務地域振興主査 五十嵐浩一、総務地域振興主査 鶴見美由紀、

総務地域振興専門員 本間由縁

<本 所>

地域振興課地域振興専門員 三浦裕美、企画部地域振興課主任 前田哲佳

○次 第

１．開 会

２．あいさつ

３．協 議

（１）地域審議会協議テーマについて

（２）その他

４．分散会

５．閉 会
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１．開 会（午後１時３０分）

○総務企画課長 委員の皆様には何かとお忙しい中会議にご出席いただき誠にありがとうござ

います。ただいまより平成 24 年度第３回温海地域審議会を開会いたします。最初に委員の出

席状況でございますが、当審議会委員の人数は 20名であり、本日出席が 16名で過半数を超え

ておりますので、「地域審議会の設置に関する協議書」第 7 条に定めております開会要件を満

たしていることをご報告申し上げます。

２．あいさつ

○奥井厚会長 みなさま大変ご苦労様です。本日第３回目の審議会ということで、後で話もしま

すが新しいメンバーの下でこれから審議会の協議を進めていくわけですのでよろしくお願い

します。

秋めいてまいりましてやっと涼しくなりました。今年の夏は猛暑、猛暑ということで大変厳

しい夏ではありましたが、皆さん健康に留意され健康被害もなかったのではないかと思います。

  農家の場合は農繁期、取り入れということで稲刈りはほぼ終わりつつあるわけですけれども、

一部稲杭を使っているところはこれからが最盛期になるというところです。特に温海の特産で

あります温海かぶについてもこれから収穫の最盛期に入ってきますし、まず実りの秋にふさわ

しい年になればと思っているところです。

  今日は限られた時間ではありますが、皆さんから活発な意見をいただくということで今回分

散会を予定しております。若干の説明を行った後での分散会となりますので、時間の限られた

中ですがよろしくお願いします。今日は大変ご苦労様です。

○伊藤支所長 皆様お疲れ様です。ただいま会長のあいさつにもありましたように今回の地域審

議会は分散会ということでこの後担当者、資料説明等終えてから 1回目の分散会に入っていた

だきます。次回も同じような形で進めていきたいと考えております。その中で今まで同様にそ

の分散会には記録として総務企画課の職員が 2人ずつ入りますけれども、それ以外の管理職は

入りません。皆さんの忌憚のない意見で話し合いを進めていただきたいと思います。また、委

員の皆様にはそれぞれ団体の代表という形ではございますけれども、皆さんが団体、さらには

様々な経験の中で考えたことを個人的な意見で結構ですので特に団体の枠にとらわれず発言

していただければ幸いと思っております。前回の会議の後歓送迎会という形で皆さんととても

深い交流をしたわけですが、その中でもどうしても分散会とかこういう会議になりますと立派

な意見を言わなければならないという考えの方もおりますけれども、逆もまた真なりで失敗談

を話すことにより新たな道が開けるのかなという考えもございますので、分散会ではむしろ失

敗談を話したほうが話題も豊富になるのかなと考えておりますので自然体で皆さんの意見を

交わしていただければ幸いと思いますのでよろしくお願いします。これから今日を含めまして

２、３回ほどありますので皆さんよろしくお願いいたします。
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３．協議

（１）地域審議会協議テーマの設定について

○奥井厚会長 それでは３の協議に移ります。（１）の地域審議会協議テーマについて事務局よ

り説明をお願いします。

  － 資料説明：地域審議会協議テーマについて －

  説明者：五十嵐総務企画課地域振興主査

○奥井厚会長 ただいま事務局から協議テーマについての提案がありました。皆さんからご意見

を頂戴したいと思います。五十嵐幸男委員いかがですか。

○五十嵐幸男委員 それで良いと思います。

○奥井厚会長 橋本委員お願いします。

○橋本忠志委員 私も会社の経営に携わっていますが、余りに社会の変化のスピードが速すぎて

5年後、10 年後の社会の彩とか産業の構造が読めない時代なものですから、このテーマもそう

いうことを踏まえながら温海の 5年後、10 年後、日沿道の開通による変化について協議したい

と思いますので、皆さんのご意見にご指導を受けながら私なりの温海地域の発展について、10

年後、20 年後を考えていきたい、少し抽象的ですが、分散会で具体的な考えを述べたいと思い

ます。私は福祉関係で出席しておりますが、支所長おっしゃるとおり個人的な意見でもかまわ

ないということですのでよろしくお願いします。

○奥井厚会長 その他ないようですので、温海地域審議会のテーマを事務局提案のとおりに日沿

道全線開通に向けた地域振興策についてというテーマに決定したいと思います。

  それでは分散会に入る前に分散会の進め方についてと資料の説明についてお願いします。

－ 資料説明：分散化の進め方について －

  説明者：五十嵐総務企画課地域振興主査

－ 資料説明：日沿道鶴岡～温海間に伴う交通量等の変化について －

説明者：温海建設事務室長 庄司又兵衛

－ 資料説明：日沿道鶴岡～温海間に伴う観光動態について －

説明者：産業課観光商工主幹 粕谷一豊

－ 資料説明：温海地域集落活性化懇談会報告書について －
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説明者：五十嵐総務企画課地域振興主査

○奥井厚会長 各分散会に向けての資料の説明がありました。この件について皆さんからご質問

があればお願いします。齋藤徹委員お願いします。

○齋藤徹委員 昨日鶴岡中央高校温海校の利活用について山形新聞に出ていましたが、今後 10

回の講座で計画策定をするという新聞紙上の話ですが、今後行政の関わり方というか、支所も

含めてですがどのように関わっていくのか教えていただきたいと思います。

○伊藤支所長 温海校についてはまだ県の施設ということで、鶴岡市としての対応としては今ま

での経過を申し上げますと3月一杯の段階で市としては有効な活用方法が見出せないというこ

とで、県に対して無償譲渡、活用については断念する。そして県に対する要望としては、平成

18年、県の第 5次学校整備計画の中で温海地域において何の混乱もなく県の指示に従ったとい

うことで 3年間程度県の管理の下で使わせていただけないかという提案をしておりますが、県

としては特段考えていないということで一度断念しておりますけれども、その後映画村等の話

もあり、何とか改修しながら使いたいという話もあったのですけれども、前に商工会女性部の

中で市長と語ろう車座ミーティングがありまして、その際市長は地域の頑張り、地域でどのく

らい活用できるのか、10年以上持つことが可能であれば、市で県から譲渡を受けて使うことも

可能であるという話もされております。無償でいただいても解体費用に 1億円近いお金がかか

るということもございますし、通常あそこを借りて活動する場合光熱水費だけでもかなりの額

を要するということで、運営主体がどこになるのか、そこが一番重要だと感じております。い

ずれにしても例えば県からいただいて、なんらかに活用する際、改修費用、初期投資を頑張っ

たとしても最低でも 10 年以上活用しないと地域への還元にもならないだろうし、それらに初

期投資するのはどうかという考え方です。現段階では組織形態さらには通常の運営計画がどの

ようになされるのか、それを見ている段階です。

○奥井厚会長 齋藤委員よろしいですか。

○齋藤徹委員 はい。

○奥井厚会長 その他質問ありませんか。ないようですので協議の（２）その他に入りますけれ

ども、事務局何かありましたらお願いします。

○五十嵐総務地域振興主査 ありません。

○奥井厚会長 委員の皆さんから何かありませんか。本間委員どうぞ。
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○本間加知子委員 防災無線のチャイムの件ですが、10月から 5時でチャイムが鳴るようですけ

れども、何月から何月までが 5時で何月から何月までが 6時というように決めないで地域性も

あるので前回どおりに 5時なら 5時で年間を通してチャイムを鳴らしてほしいということを言

われていますが、どのようなものでしょうか。

○総務企画課長 総務企画課の担当ですが、チャイムについては目的が、有事の際防災行政無線

が皆さんに聞こえるかどうかという確認が最大の目的となっています。全市で防災行政無線が

アナログからデジタルに変わるということで全市で統一して行うことになったものでござい

ます。4月から 9月までが 6時、10月から 3月までが 5時ということで全市で統一して確かめ

るということになったものですから、今のところこの時間帯で実施していきたいと思っていま

す。

○奥井厚会長 本間委員よろしいでしょうか。

○本間加知子委員 はい。

○奥井厚会長 その他ありましたら。ないようですのでこれで協議については終わりたいと思い

ます。

－ 分 散 会 －


